
第3期離島漁業再生支援交付金を活用した
新規陸上養殖設備設置・着業の可能性について

① 離島漁業再生支援交付金の概要
農林水産省では平成17年の制度運用開始より第1期（H17~H21）第2期（H22~H26）第3期
（H27~H31）の15年間、全国で離島漁業再生のために、地域資源である漁場の生産力の向上を図りつつ、地域の
創意工夫により各島の特性を最大限に活用していくこと、新規就業者の確保・定着を促進する必要があることから、交付
金による支援を実施しています。

平成２９年度においては、１８都道県、７９市町村で７３５の漁業集落が２０７

地区の集落協定を締結し、離島漁業再生支援交付金による活動が実施されました。全国
の集落に対して交付された交付金の額は１８億円となり、うち 国費分は９億円でした。交

付金は国が１/２、都道府県が１/４、市町村が１/４となっており、実施件数は207事
業、18億円、1件当たりの事業費の平均は約870万円と推定されま

す。
ポイント
１② 交付額の目安について

１集落 （25世帯相当）当たり国費1/2 170万円

自治体交付金1/2 170万円

合計340万円（目安）



ポイント
2

養殖事業実施
ケース

多くの漁協集落が活用しています。



「新規養殖業への着業」
全国では50件が採用

ポイント
３

• ①一般離島
• 離島振興法で指定された離島及び沖縄・奄美・小笠原各特措法で規
定された対象地域のうち、航路時間でおおむね30分以上の本土から一
定距離以上離れている離島。

• ②特認離島
• 航路時間がおおむね30分未満である離島であって、地理的・経済的・
社会的な不利性等が高いとして、都道県知事が、客観的なデータにより
特に認めた離島。

対象地域
は？

来年は5か年計画の最終年度にあたり、
第4期の交付金活用計画が活発化することが予想されます。

ポイント
４



市町村が策定する市町村離島漁業集落活動促進計画に基づいて、集落協定を締
結した漁業集落を交付対象とします。
漁業集落とは以下の条件を満たすものとします。
(1)対象地域内に存在し、代表者、組織及び運営についての規約を有する
(2)3経営体以上の漁業経営体かつ4戸以上の漁業世帯を含むものであって、活動の中核となりうる65才未満の
漁業世帯を有する
なお、複数の漁業集落を一つの漁業地区として対象地域とすることもできます。

対象漁協集
落とは？

市町村が策定した「市町村離島漁業集落活動促進計画」に定められた目標を達成するために必要な
措置（漁業集落の目標、漁場の生産力の向上に係る取組に関する事項、漁業の再生に関する実践的
な取組に関する事項等）を明らかにした協定書。

集落協定
とは？

ポイント
5

ポイント
6

事業の流れ（東京都のケース）

漁業集落
漁協など

市町村

話
合
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要
望

新規に陸上
養殖事業を
集落で取り
組むという
計画を作成

東京都産
業労働局
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を提出

水産庁が
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対象漁業集落は、市町村が策定した「市町村離島漁業集落活動促進計画」に定められた目標
を達成するために必要な措置（漁業集落の目標、漁場の生産力の向上に係る取組に関する事
項、漁業の再生に関する実践的な取組に関する事項等）を明らかにした「集落協定」を締結
する必要があります。

アクアテックジャパン陸上養殖営業部では新規事業として陸上養殖をご検討のお客様
を対象にプラントの設計、施工、管理から稚魚・種苗の手配、陸上養殖システムの運
用に至るまでトータルでサポートする安心パックをご用意しております。
お気軽にお問い合わせください。

（株）アクアテックジャパン 陸上養殖営業部
担当 梅田
電話：０４２－３９２－５５２５
メール：k-umeda@aquatech-japan.com


